
日本共産党の大山奈々子です。共産党県議団を代表して反対討論をいたします。 

初めに定県第 176 号企業の立地の促進に係る不動産取得税の税率の特例に関す

る条例の一部を改正する条例についてです。現状の企業誘致策は県内雇用も県

内発注も条件を課していないうえ、雇用実態、とりわけ県内雇用の把握さえ行わ

れていない状況です。雇用創出という施策目的の効果検証も不可能な制度をさ

らに拡充する改正のため反対いたします。 

 

 

次に「定県１７７号議案 神奈川県建築基準条例の一部を改正する条例」につ

いてです。 

 本条例改正で、「既存不適格建築物」について、都市計画区域内と同様に制限

の緩和を行うということは、不適格な建築物を更に認めてしまうことになりま

す。現在の基準に合わせるようにするべきと考えますので、反対します。 

 

 

次に「定県第１８１号議案 県道路線の認定について」です。 

 今回の常任委員会での質疑を通して、県道が認定されることで、仮称ツインシ

ティ橋の事業が進むことが明らかとなりました。費用総額は未定とのことです

が、ツインシティ整備計画では約 300億円を想定しています。 

 また、平塚市では事業が進んでいる一方で、寒川町では都市計画決定がされて

いない状況です。そのような状況の中、県が主体となって、多額の費用を投じて

橋を作る必要性があるのか疑問を感じます。何より、この県道の認定は、ツイン

シティ計画と一体となった事業と言わざるを得ませんので、反対します。 

 

次に定県第１８０号１９１号議案 建設事業等に対する市町負担金です。こち

らには農地保全や、県営漁港整備事業等、建設事業等に対する市町負担金が計上

されています。県が国に対して直轄事業における負担金をやめる よう要望して

いるのと同様に、事業主体が責任をもって事業を完遂することが求められます。

同様の趣旨の市町に対する負担金を求めることは県の政策の整合性 を欠くこ

とになりますので関連する１５３号議案も含め反対いたします。 

 

次に 定県第 186号議案令和 2年度神奈川県一般会計補正予算です。反対する

理由のひとつは、東京 2020オリンピックパラリンピック競技大会に関する予

算が含まれていることです。開会式まで 4か月と迫る中でも新型コロナ対策と

して、まだ決まっていないことが多く、今後の新型コロナの感染状況によって

は対応が大きく変化する可能性があります。 

ワクチン接種についても各国の対応に任されている状況で、ワクチンによる集

団免疫の獲得を頼りに開催を展望することはできません。 

また、アスリートファーストという点でも、各国の感染状況の違いによってア

スリートが置かれている練習などの環境や代表選考が進んでいない競技や国も

あるなど、各国で格差が生じているとのことです。さらに、事前キャンプや大



会開催期間中に医療体制や保健所機能を確保しなければならず、国内での新型

コロナ対策以外に対応することは、現実的には難しいと思います。私たちは、

これらの問題点を考慮するならば、今夏のオリンピック・パラリンピックの開

催については、開催ありきではなく、中止に向けた協議が必要であると考えて

います。 

 以上の観点から反対いたします。また、定県第 190号議案神奈川県ホストタ

ウン等新型コロナウイルス感染症対策基金条例についても同様の理由から反対

いたします。 

 

次に反対する二つ目の理由は、GIGAスクール構想推進事業費です。説明にある

ような、県立特別支援学校において緊急時の教育機会の保障をはかること、障

がいの多様化に対応するための学習活動に必要な情報機器の整備を行うことな

どは重要と考えます。しかし、ギガスクール構想には、識者から警鐘が鳴らさ

れています。学びの平板化、教育格差拡大、教育の産業化です。経済産業省主

導で謳われている、「個別最適化された学びの推進」は、今までの学校教育を

大きく変質させる危険性をはらみます。個別に学びの効率性を追求すること

は、集団での学びの機会が奪われ、学びが平板化し、教育から多様性が失われ

ます。また、構想には学びのモチベーションをどう引き出すかという視点もあ

りません。意欲のある子だけが伸びて教育格差は拡大します。教育産業の学校

現場への介入も進み、個人情報が商品化されます。事業者選択など公正性も大

きな課題です。各種端末のメンテナンスや更新のための諸費用の財政負担も明

確ではありません。健康被害も懸念されています。 

今、子どもをとりまくさまざまな課題に向き合い、どの子の可能性もゆたかに

伸ばすため、少人数学級をおしすすめることが先決です。学校が学習塾や予備

校と異なる意義は何なのか、原点に戻った熟議が必要な局面です。以上の理由

で定県第 186号議案には反対いたします。 

以上、主な反対理由を申し述べて定県第１５３号、第 1７６号、第１７７号、

第１８０号、第１８１号、１８６号、第１９０号、第１９１号議案に反対しそ

の他の議案に賛成する討論とさせていただきます。 


